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問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部防災課消防団係　山下
　TEL: 03-5253-7525

事業所の消防団活動への理解・協力について

防災課

○消防団について
消防団は、「自らの地域は自らで守る」という精神に
基づき、平素は様々な職業に従事している地域住民が、
災害発生時には非常勤の地方公務員として災害に対応す
る組織であり、地域コミュニティの維持及び振興にも大
きな役割を果たしております。
また、消防団員は地域で発生した火災に対応するだけ
でなく、東日本大震災をはじめ、昨年の九州北部豪雨な
どでも、住民の避難誘導や救助活動などに献身的に従事
し、その活動は高く評価され、地域の不可欠な存在となっ
ております。
しかしながら、過疎化、少子高齢化の進行、産業・就
業構造の変化等に伴い、消防団員数は年々減少し、平成
24年４月１日現在で、約87万４千人となっており、10
年前の平成14年４月１日の約93万７千人に比べ、約
６万人減少し、地域における防災力の低下が懸念されて
います。

○消防団活動には事業所の協力が重要
消防団に占める被雇用者団員の割合は、平成24年４
月１日現在で、10年前の平成14年４月１日現在の
69.0％に比べ2.6ポイント増加し、71.6％となっており、
団員の被雇用者の割合が高い水準で推移しています。
このため、消防団活動を維持していくためには、事
業所の消防団への理解や協力が非常に重要となってお
ります。

○消防庁の取組
消防庁では、
・従業員の入団を積極的に推進するなど、消防団活動
に特に深い理解があり、協力度の高い事業所に対す
る表彰

・消防団と事業所の連携・協力の優良事例の紹介、意
見交換を行う場の開催

・経済団体等への働きかけ（従業員の入団促進や、勤
務時間中の消防団活動への便宜・配慮などについて
依頼）

・事業所に向けた消防団参加促進パンフレットの作成・
配布
などを実施し、事業所の消防団活動に対する理解・協
力を求めています。

○消防団協力事業所制度について
消防庁では、平成18年度から消防団活動に協力して
いる事業所を顕彰する「消防団協力事業所表示制度」を
設け、市町村等における導入の促進を図っています。特
別の休暇制度を設けて勤務時間中の消防団活動に便宜を
図ったり、従業員の入団を積極的に推進する等の協力は、
地域の防災体制の充実に資すると同時に、事業所が地域
社会の構成員として防災に貢献する取組であり、当該事
業所の信頼の向上につながるものです。
平成24年４月１日現在、47都道府県の926市町村で
本制度を導入済であり、消防団協力事業所数は8,603事
業所となっています。

○地域で消防団を応援する事例
全国では、地域で消防団を応援する取組が行われてい
るところがあります。
松山市では、地域のために活動する消防団員を社会全
体で応援しようということで、ＩＣ機能付きの消防団員
証を市内の応援事業所で掲示すると、割引等の優遇措置
を受けることができるシステムを導入しました。また、
消防団員はもとより、日頃から消防団活動に対して理解
いただいているご家族などの同伴者についても割引を受
けられます。現在の応援事業所数は、飲食店を中心に
70店舗と増加しています。団員からは、士気が高まった、
との声が聴かれるとのことです。

今後も、消防団活動について一層の御理解・御協力を
お願いいたします。

消防庁が交付する表示証
（ゴールドマーク）

市町村等が交付する表示証
（シルバーマーク）


